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〔137〕

索
引

自
第
二
三
六
三
号
（
令
六･

七･

五）

至
第
二
三
七
八
号
（
令
六･

一二･

二五）

　
　

＊
「
掲
載
号
別
」
の
執
筆
者
の
下
の
数
字
は
「
頁
」

　
　

＊�

「
テ
ー
マ
別
」
の
論
説
等
の
下
の
数
字
は
「
掲
載

号
・
頁
」

　
　

＊
定
期
欄
に
つ
い
て
は
後
掲
「
テ
ー
マ
別
」
を
参
照

掲
載
号
別

▼
二
三
六
三
（
七
月
五
日
）
号

▽
金
融
商
品
取
引
法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
解
説

─

資
産
運
用
の
高
度
化
・
多
様
化
に
向
け
た
見
直
し

─
�

齊
藤
将
彦
・
平
林
高
明
・
藤
野
哲
生　
　

�

和
氣
宏
昭
・
西
川
昇
大
・
福
原
亮
輔　

４

▽
公
開
買
付
制
度
に
係
る
金
融
商
品
取
引
法
等
の
改
正

�

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章　
　

�

上
久
保
知
優
・
小
出
成
泰　

11

▽
東
京
株
式
懇
話
会
「
Ｓ
Ｒ
活
動
実
態
調
査
」
と
実
務

上
の
示
唆

─
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
Ｓ
Ｒ
活
動

の
実
践

─

�

井
上　

卓
・
平
岡
幸
一
郎
・
高
橋
直
樹　
　

�

監
修
：
武
井
一
浩　

18

▽
実
質
株
主
お
よ
び
実
質
的
支
配
者
（
Ｕ
Ｂ
Ｏ
）
の
透

明
性
の
確
保
を
め
ぐ
る
諸
問
題
〔
中
〕

�

北
村
雄
一
郎
・
太
田　

洋
・
金
子
佳
代　

32

▽
二
〇
二
四
年
上
半
期
ハ
イ
ラ
イ
ト

─
当
会
・
本
誌

の
取
組
み
と
上
半
期
の
法
令
改
正
等
の
動
向

─

�

編　
　

集　
　

部　

39

▼
二
三
六
四
（
七
月
一
五
日
）
号

▽
中
小
企
業
Ｍ
＆
Ａ
が
会
社
法
理
論
に
示
唆
す
る
も
の

�

江　

頭　

憲
治
郎　

４

▽
大
量
保
有
報
告
制
度
に
係
る
金
融
商
品
取
引
法
等
の

改
正�

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章　
　

�

上
久
保
知
優
・
小
出
成
泰　

10

▽
令
和
五
年
度
会
社
法
関
係
重
要
判
例
の
分
析
〔
上
〕

�

仲　
　
　

卓　

真　

16

▽
中
国
に
お
け
る
会
社
法
改
正
の
背
景
と
要
点

�

温　
　
　

笑　

侗　

30

▽
実
質
株
主
お
よ
び
実
質
的
支
配
者
（
Ｕ
Ｂ
Ｏ
）
の
透

明
性
の
確
保
を
め
ぐ
る
諸
問
題
〔
下
〕

�

北
村
雄
一
郎
・
太
田　

洋
・
金
子
佳
代　

41

▼
二
三
六
五
（
七
月
二
五
日
）
号

▽
Ｍ
Ｂ
Ｏ
と
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

�

鈴
木
一
功
・
吉
村
一
男　

４

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析
⑴

	

企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
示
す
方
針
と
実
証
分
析

の
対
象�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

20

▽
上
場
従
属
会
社
と
情
報
開
示
制
度
〔
上
〕

�

熊　

代　

拓　

馬　

25

▽
Ｅ
Ｕ
の
企
業
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
デ
ュ
ー
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス
指
令
を
踏
ま
え
た
日
本
企
業
の
実
務
対
応

�

渡　

邉　

純　

子　

34

▽
令
和
五
年
度
会
社
法
関
係
重
要
判
例
の
分
析
〔
中
〕

�

仲　
　
　

卓　

真　

44

▽
商
業
・
法
人
登
記
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
⑵

	

株
式
会
社
ま
た
は
弁
護
士
を
日
本
に
お
け
る
代
表
者

と
す
る
外
国
会
社
の
登
記�

今　

井　

美
智
子　

60

▼
二
三
六
六
（
八
月
五
・
一
五
日
）
号

▽
不
正
調
査
実
務
の
現
状
と
課
題
〔
上
〕

─
第
三
者

委
員
会
等
に
関
す
る
論
点

─
（
座
談
会
）

�

竹
内　

朗
・
西
垣
建
剛
・
三
宅
英
貴　
　

�

白
井　

真
・
矢
田　

悠
・
山
内
洋
嗣　

６

▽
支
配
株
主
を
有
す
る
上
場
会
社
に
お
い
て
独
立
社
外

取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
そ
の
限
界

�

髙　

橋　

陽　

一　

38

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
⑴

─
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
二

四
の
策
定

─

�

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章　
　

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

51

▽
Ｍ
＆
Ａ
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
契
約
に
お
け
る
テ
ー
ル
条

項
の
比
較
法
的
解
釈�

横　

井　
　
　

伸　

59

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析
⑵

	

公
正
性
担
保
措
置
と
少
数
株
主
の
富

�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

69

▽
上
場
従
属
会
社
と
情
報
開
示
制
度
〔
下
〕

�

熊　

代　

拓　

馬　

78

▽
令
和
五
年
度
会
社
法
関
係
重
要
判
例
の
分
析
〔
下
〕

�

仲　
　
　

卓　

真　

90

▼
二
三
六
七
（
八
月
二
五
日
）
号

▽
近
時
の
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
動
向
と
理
論
的
課
題
（
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
）

	

Ⅰ　

総
論

─
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
検
討
課
題

─

�

田　

中　
　
　

亘　

４

	

Ⅱ�　

買
収
を
め
ぐ
る
対
象
会
社
の
取
締
役
の
行
為
規

範�

行　

岡　

睦　

彦　

15

	

Ⅲ�　

構
造
的
な
利
益
相
反
の
あ
る
Ｍ
＆
Ａ
取
引
の
規

律�

白　

井　

正　

和　

27

	

Ⅳ�　

公
開
買
付
規
制
改
正
と
今
後
の
買
収
防
衛
策
の

展
望�

飯　

田　

秀　

総　

41

	

Ⅴ　

公
開
買
付
規
制
の
課
題�

齊　

藤　

真　

紀　

53

	

Ⅵ　

ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
関
連
す
る
法
的
検
討
課
題

�

松　

元　

暢　

子　

64

▼
二
三
六
八
（
九
月
五
日
）
号

▽
ジ
ー
ネ
ク
ス
ト
新
株
等
発
行
差
止
請
求
事
件
東
京
地

裁
決
定
の
分
析
と
検
討�

太　

田　
　
　

洋　

４

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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▽
公
開
買
付
制
度
の
改
正
に
よ
る
実
務
へ
の
影
響
に
関

す
る
一
考
察

�
玉
井
裕
子
・
岡
野
辰
也
・
田
村　

優
・
柴
田
雄
司　

15

▽
大
量
保
有
報
告
制
度
の
改
正
と
実
務
へ
の
影
響

�

石
綿　

学
・
越
智
晋
平　

32

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析
⑶

	

「
同
意
な
き
買
収
」
の
動
機
と
成
果

�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

47

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
⑵

─
投
資
家
に
お
け
る
取
組
事
例
（
機
関

投
資
家
等
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
関
す
る

実
態
調
査
）

─

�

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章　
　

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

57

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
13

	

米
国
に
お
け
る
独
立
社
外
取
締
役
の
増
加
と
そ
の
果

た
し
て
い
る
機
能

─Jeffrey N
. Gordon

，T
he 

Rise of Independent D
irectors in the U

nited 
States

，1950-2005: O
f Shareholder V

alue 
and Stock M

arket Prices

を
読
ん
で

─

�

白　

井　

正　

和　

65

▼
二
三
六
九
（
九
月
一
五
日
）
号

▽
不
正
調
査
実
務
の
現
状
と
課
題
〔
下
・
１
〕

─
不

正
調
査
と
利
益
相
反

─
（
座
談
会
）

�

竹
内　

朗
・
西
垣
建
剛
・
三
宅
英
貴　
　

�

白
井　

真
・
矢
田　

悠
・
山
内
洋
嗣　

４

▽
令
和
５
年
度
に
お
け
る
企
業
結
合
関
係
届
出
の
状
況

お
よ
び
主
要
な
企
業
結
合
事
例

�

矢
野　

諒
・
藤
本
佳
那　

16

▽
経
営
判
断
原
則
と
信
頼
の
原
則
を「
よ
き
意
思
決
定
」

に
活
か
す
〔
上
〕�

倉　

橋　

雄　

作　

25

▽
役
員
報
酬
に
起
因
す
る
賠
償
請
求
と
Ｄ
＆
Ｏ
保
険

�

山　

越　

誠　

司　

34

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析

（
４
・
完
）
企
業
買
収
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
与
え
た
影

響
と
規
範
的
意
義�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

44

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
（
３
・
完
）

─
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実

態
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
実
践

に
関
す
る
企
業
に
お
け
る
取
組
事
例

─

�

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章　
　

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

52

▼
二
三
七
〇
（
九
月
二
五
日
）
号

▽
非
公
開
株
式
の
評
価
再
再
論
〔
上
〕

�

宍　

戸　

善　

一　

４

▽
「
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い

て
（
公
開
買
付
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
の
解
説

�

中　

村　
　
　

浩　

19

▽
官
民
共
創
に
よ
る
ル
ー
ル
メ
イ
キ
ン
グ
の
新
展
開
と

企
業
法
務
の
あ
り
方
〔
上
〕（
座
談
会
）

�

落
合
孝
文
・
髙
尾
知
達
・
高
野
雄
市　
　

�

鳴
海
禎
造
・
中
原
裕
彦　

32

▽
不
正
調
査
実
務
の
現
状
と
課
題
〔
下
・
２
〕

─
不

正
調
査
と
利
益
相
反

─
（
座
談
会
）

�

竹
内　

朗
・
西
垣
建
剛
・
三
宅
英
貴　
　

�

白
井　

真
・
矢
田　

悠
・
山
内
洋
嗣　

42

▽
経
営
判
断
原
則
と
信
頼
の
原
則
を「
よ
き
意
思
決
定
」

に
活
か
す
〔
下
〕�

倉　

橋　

雄　

作　

54

▼
二
三
七
一
（
一
〇
月
五
・
一
五
日
）
号

▽
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｓ
Ｒ
）
の

新
時
代

─
対
話
の“
対
”の
意
味
を
問
う

─
（
東

京
株
式
懇
話
会
・
東
京
証
券
取
引
所
主
催
公
開
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
）

	

東
京
株
式
懇
話
会
会
長
冒
頭
挨
拶

�

井　

上　
　
　

卓　

６

▽
基
調
講
演
１

	

東
証
が
期
待
す
る
上
場
会
社
と
投
資
家
と
の
建
設
的

対
話�

青　
　
　

克　

美　

７

▽
基
調
講
演
２

	

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
の
基
礎
理
論

�

加　

藤　

貴　

仁　

12

▽
企
業
価
値
向
上
の
た
め
の
上
場
会
社
と
機
関
投
資
家

と
の
新
た
な
対
話
を
目
指
し
て
〔
上
〕（
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

井
上　

卓
・
加
藤
貴
仁
・
青　

克
美
・
武
井
一
浩
・
江

良
明
嗣
・
寺
沢　

徹
・
松
村
真
弓
・
高
橋
直
樹
・
松

井
秀
征
・
松
井
秀
征
・
佃　

秀
昭　

20

▽
独
立
社
外
取
締
役
に
よ
る
取
締
役
会
に
お
け
る
反
対

行
動
の
考
察�

富　

永　

誠　

一　

37

▽
近
年
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
裁
判
例
に
み
る
株
式
価
値
評

価
の
論
点

─
継
続
価
値
算
定
を
め
ぐ
る
議
論
と
わ

が
国
実
務
の
課
題

─�

池　

谷　
　
　

誠　

53

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
14

	

市
場
を
跨
い
だ
不
公
正
取
引

─
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
現
物
Ｅ
Ｔ
Ｆ
上
場
承
認
の
リ
リ
ー
ス

を
読
ん
で

─�

松　

尾　

健　

一　

64

▽
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
に
お
け
る
最
近
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
活
動�

芳　

賀　

裕　

司　

68

▽
官
民
共
創
に
よ
る
ル
ー
ル
メ
イ
キ
ン
グ
の
新
展
開
と

企
業
法
務
の
あ
り
方
〔
下
〕（
座
談
会
）

�

落
合
孝
文
・
髙
尾
知
達
・
高
野
雄
市　
　

�

鳴
海
禎
造
・
中
原
裕
彦　

89

▼
二
三
七
二
（
一
〇
月
二
五
日
）
号

▽
中
小
Ｍ
＆
Ａ
と
Ｍ
＆
Ａ
仲
介
を
め
ぐ
る
基
礎
的
な
問

題
の
検
討�

松　

中　
　
　

学　

４

▽
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

る
内
閣
府
令
等
の
改
正
の
解
説
―

─
持
株
会
お
よ

び
持
投
資
口
会
に
関
す
る
改
正

─

�

鎌
田　

航
・
福
原
亮
輔　

12

▽
「
社
債
市
場
の
活
性
化
に
向
け
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
に

関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
書
（
二
〇
二

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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─	 3� ─

四
年
七
月
報
告
）」
に
つ
い
て

�

西
村
淑
子
・
柴
田
裕
作
・
矢
口　

翔　

15

▽
近
時
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
動
向

─
二
〇
二
四
年

六
月
総
会
の
株
主
提
案
の
状
況
を
踏
ま
え
て

─

�

牛
田　

明
・
丸
谷
国
央　

20

▽
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｓ
Ｒ
）
の

新
時
代
～
対
話
の
“
対
”
の
意
味
を
問
う
～

	

企
業
価
値
向
上
の
た
め
の
上
場
会
社
と
機
関
投
資
家

と
の
新
た
な
対
話
を
目
指
し
て
〔
下
〕（
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

�

井
上　

卓
・
加
藤
貴
仁
・
青　

克
美
・
武
井
一
浩　
　

�

江
良
明
嗣
・
寺
沢　

徹
・
松
村
真
弓
・
高
橋
直
樹　
　

�

松
井
秀
征
・
松
井
秀
征
・
佃　

秀
昭　

31

▽
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｓ
Ｒ
）
の

新
時
代
～
対
話
の
“
対
”
の
意
味
を
問
う
～

	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
観
覧
記
１
株
主
に
対
す
る
政
策
的
観

点
か
ら
の
規
律
づ
け
・
動
機
づ
け

�

松　

井　

秀　

征　

44

▽
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｓ
Ｒ
）
の

新
時
代
～
対
話
の
“
対
”
の
意
味
を
問
う
～

	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
観
覧
記
２
否
定
を
厭
わ
な
い
強
い
意

思
の
重
要
性�

倉　

橋　

雄　

作　

45

▽
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｓ
Ｒ
）
の

新
時
代
～
対
話
の
“
対
”
の
意
味
を
問
う
～

	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
観
覧
記
３
機
関
投
資
家
に
望
ま
れ
る

変
革�

佃　
　
　

秀　

昭　

46

▼
二
三
七
三
（
一
一
月
五
日
）
号

▽
三
ッ
星
株
式
に
関
す
る
大
量
保
有
報
告
書
等
の
不
提

出
等
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令
事
案
の
実
務
的
考
察

�

宮
下　

央
・
篠
原
一
生
・
太
郎
田
耀
・
安
藤
智
哉　

４

▽
買
収
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
担
保
権
に
関
す
る
近

時
の
動
向
と
今
後
の
展
開

─
企
業
価
値
担
保
権
を

中
心
に

─�

子　

安　

智　

博　

20

▽
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
動
向

─
二
〇
二
四
年

六
月
株
主
総
会
の
振
り
返
り

─

�

白
鳥
琢
也
・
渡
邉
健
太
郎　

29

▽
二
〇
二
四
年
版
株
主
総
会
白
書
ア
ン
ケ
ー
ト
速
報
版

集
計
結
果
の
概
要�

編　
　

集　
　

部　

44

▽
日
本
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
上
の
課
題�

倉　

林　
　
　

陽　

52

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
15

	

四
半
期
報
告
の
廃
止
と
情
報
開
示
規
制
の
基
礎
理
論

─
湯
原
心
一
『
証
券
市
場
に
お
け
る
情
報
開
示
の

理
論
』
を
読
ん
で

─�

加　

藤　

貴　

仁　

63

▼
二
三
七
四
（
一
一
月
一
五
日
）
号

▽
大
株
主
の
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
に
お
け
る
意

思
能
力
の
存
否
に
関
す
る
裁
判
例
の
分
析

�

仲　
　
　

卓　

真　

４

▽
「
令
和
五
事
務
年
度
開
示
検
査
事
例
集
」
の
公
表
に

つ
い
て�

澤
村
泰
行
・
佐
藤
梨
雅　

20

▽
特
別
注
意
銘
柄
の
制
度
概
要
と
近
時
事
例
の
総
括

�

藤　

森　

翔　

太　

31

▽
買
収
へ
の
対
応
方
針
の
導
入
状
況
と
そ
の
動
向

─

二
〇
二
四
年
六
月
総
会
を
踏
ま
え
て

─

�
茂
木
美
樹
・
谷
野
耕
司
・
長
澤　

渉
・
西
川
恵
祐　

39

▽
経
済
産
業
省
に
お
け
る
外
為
法
に
基
づ
く
投
資
管
理

─
令
和
６
年
８
月
の
事
前
届
出
対
象
業
種
の
改
正

概
要
お
よ
び
近
年
の
経
済
産
業
省
の
実
務

─

�

福　

冨　

友　

美　

49

▼
二
三
七
五
（
一
一
月
二
五
日
）
号

▽
代
表
取
締
役
等
住
所
非
表
示
措
置
の
解
説

�
金　

﨑　

哲　

平　

４

▽
従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
現
在
地

	

Ⅰ�　

従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
導

入
動
向
と
実
務
上
の
課
題�

橋　

本　

基　

美　

９

	

Ⅱ�　

従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
導

入
に
係
る
理
論
上
の
課
題

─
労
働
法
の
知
見
か

ら

─�

池　

田　
　
　

悠　

14

▽
江
頭
先
生
の
受
章
を
お
祝
い
し
て

�

藤　

田　

友　

敬　

19

▽
中
小
Ｍ
＆
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〔
第
三
版
〕
の
解
説

�

田
尻
雄
裕
・
林　

寛
之
・
河
野
匡
宏
・
菱
川　

舞　

20

▽
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
お
け
る
大
量
保
有
報
告

制
度
違
反
事
案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（「
令
和
五
事

務
年
度　

開
示
検
査
事
例
集
」
よ
り
）

�

横
山
亞
希
子
・
澤
村
泰
行
・
坂
部
裕
哉　

32

▽
上
場
審
査
に
お
け
る
実
質
基
準
に
係
る
各
種
規
範
の

整
理
〔
上
〕�

青
野
雅
朗
・
森
田
光
一　

40

▽
二
〇
二
四
年
六
月
総
会
後
の
社
外
役
員
の
選
任
状
況

と
今
後
の
展
望�

梅
澤
典
男
・
青
木
伴
弥　

50

▼
二
三
七
六
（
一
二
月
五
日
）
号

▽
二
〇
二
四
年
版
株
主
総
会
白
書

─
株
主
と
の
建
設

的
対
話
を
深
め
る
総
会
運
営

─�

３

▼
二
三
七
七
（
一
二
月
一
五
日
）
号

▽
買
収
行
動
指
針
公
表
後
の
Ｍ
＆
Ａ
実
務
の
動
向〔
上
〕

─
公
表
事
例
と
実
態
調
査
を
踏
ま
え
て

─

�

小
舘
浩
樹
・
青
柳
良
則
・
菅　

隆
浩　

４

▽
企
業
価
値
最
大
化
の
た
め
の
「
Ｓ
Ｒ
Ｃ
（
戦
略
検
討

委
員
会
）」
の
意
義
と
実
務
上
の
ポ
イ
ン
ト

�

和
田
尚
大
・
白
鳥
竜
太
郎
・
沢
田
純
一　

13

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
現
在
地
二
〇
二
四
⑴

	

四
半
期
開
示
見
直
し
後
の
情
報
開
示
の
現
状
と
課
題

�

菊　

池　

勝　

也　

23

▽
取
締
役
会
の
在
り
方
と
委
員
会
型
の
機
関
設
計
に
お

け
る
付
議
基
準
の
見
直
し�

牧　

村　

卓　

哉　

30

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
16

	

取
締
役
会
構
成
員
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
考
え
る

─Cyril M
oscow

, D
irector Confidentiality

を
読
ん
で

─�

松　

井　

智　

予　

38

▽
上
場
審
査
に
お
け
る
実
質
基
準
に
係
る
各
種
規
範
の

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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─	 4� ─

整
理
〔
中
〕�

青
野
雅
朗
・
森
田
光
一　

43

▼
二
三
七
八
（
一
二
月
二
五
日
）
号

▽
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
１
回
中
日
商
法
座
談
会

	

中
国
改
正
会
社
法
の
適
用
と
解
釈
Ｑ
＆
Ａ

�

温　

笑
侗
・
劉　

淑
珺　

４

▽
個
人
株
主
の
増
加
と
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
Ｒ
／
Ｓ
Ｒ

�

石
井
孝
史
・
長
峯
弘
幸　

11

▽
開
示
か
ら
見
る
日
本
の
経
営
者
報
酬
制
度
の
現
在
地

と
今
後
の
展
望�

内
ヶ
﨑
茂
・
安
生
直
・
大
杉　

陽　
　

�
小
川
雄
大
・
藤
野
友
則　

24

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
現
在
地
二
〇
二
四
⑵

　

取
締
役
会
の
実
効
性
向
上
に
資
す
る
議
題
設
定
の
あ

り
方�

山　

田　

和　

彦　

33

▽
経
営
判
断
原
則
と
信
頼
の
原
則
を「
よ
き
意
思
決
定
」

に
活
か
す
（
補
遺
）�

倉　

橋　

雄　

作　

38

▽
買
収
行
動
指
針
公
表
後
の
Ｍ
＆
Ａ
実
務
の
動
向〔
下
〕

─
公
表
事
例
と
実
態
調
査
を
踏
ま
え
て

─

�

小
舘
浩
樹
・
青
柳
良
則
・
菅　

隆
浩　

40

▽
上
場
審
査
に
お
け
る
実
質
基
準
に
係
る
各
種
規
範
の

整
理
〔
下
〕�

青
野
雅
朗
・
森
田
光
一　

50

テ
ー
マ
別

論
　
　
説

一
　
商
事
・
会
社
法
制
動
向

▽
令
和
五
年
度
会
社
法
関
係
重
要
判
例
の
分
析
〔
上
・

中
・
下
〕

仲　
　
　

卓　

真

二三六四・
16　

二三六五・
44　

二三六六・
90

二
　
機
関
設
計

▽
取
締
役
会
の
在
り
方
と
委
員
会
型
の
機
関
設
計
に
お

け
る
付
議
基
準
の
見
直
し

�

牧　

村　

卓　

哉　

二三七七・
30

三
　
株
主
・
株
主
総
会

１　
株
主

▽
実
質
株
主
お
よ
び
実
質
的
支
配
者
（
Ｕ
Ｂ
Ｏ
）
の
透

明
性
の
確
保
を
め
ぐ
る
諸
問
題
〔
中
・
下
〕

	
	

北
村
雄
一
郎
・
太
田　

洋
・
金
子
佳
代

�

二三六三・
32　

二三六四・
41

▽
個
人
株
主
の
増
加
と
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
Ｒ
／
Ｓ
Ｒ

�

石
井
孝
史
・
長
峯
弘
幸　

二三七八・
11

２　
株
主
総
会

▽
近
時
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
動
向

─
二
〇
二
四
年

六
月
総
会
の
株
主
提
案
の
状
況
を
踏
ま
え
て

─

�

牛
田　

明
・
丸
谷
国
央　

二三七二・
20

▽
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
動
向

─
二
〇
二
四
年

六
月
株
主
総
会
の
振
り
返
り

─

�

白
鳥
琢
也
・
渡
邉
健
太
郎　

二三七三・
29

▽
二
〇
二
四
年
版
株
主
総
会
白
書
ア
ン
ケ
ー
ト
速
報
版

集
計
結
果
の
概
要�

編　
　

集　
　

部　

二三七三・
44

▽
買
収
へ
の
対
応
方
針
の
導
入
状
況
と
そ
の
動
向

─

二
〇
二
四
年
六
月
総
会
を
踏
ま
え
て

─

	
	

茂
木
美
樹
・
谷
野
耕
司

�

長
澤　

渉
・
西
川
恵
祐　

二三七四・
39

▽
二
〇
二
四
年
六
月
総
会
後
の
社
外
役
員
の
選
任
状
況

と
今
後
の
展
望�

梅
澤
典
男
・
青
木
伴
弥　

二三七五・
50

▽
二
〇
二
四
年
版
株
主
総
会
白
書

─
株
主
と
の
建
設

的
対
話
を
深
め
る
総
会
運
営

─�

二三七六・
３

四
　
取
締
役
（
会
）・
監
査
役
（
会
）・
委
員
会

１　
取
締
役

▽
近
時
の
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
動
向
と
理
論
的
課
題
（
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
）

	

Ⅱ�　

買
収
を
め
ぐ
る
対
象
会
社
の
取
締
役
の
行
為
規

範�

行　

岡　

睦　

彦　

二三六七・
15

２　
社
外
取
締
役

▽
支
配
株
主
を
有
す
る
上
場
会
社
に
お
い
て
独
立
社
外

取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
そ
の
限
界

�

髙　

橋　

陽　

一　

二三六六・
38

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
13

	

米
国
に
お
け
る
独
立
社
外
取
締
役
の
増
加
と
そ
の
果

た
し
て
い
る
機
能

─Jeffrey N
. Gordon

’ T
he 

Rise of Independent D
irectors in the U

nited 
States ’ 1950-2005: O

f Shareholder V
alue and 

Stock M
arket Prices

を
読
ん
で

─

�

白　

井　

正　

和　

二三六八・
65

▽
独
立
社
外
取
締
役
に
よ
る
取
締
役
会
に
お
け
る
反
対

行
動
の
考
察�

富　

永　

誠　

一　

二三七一・
37

▽
二
〇
二
四
年
六
月
総
会
後
の
社
外
役
員
の
選
任
状
況

と
今
後
の
展
望�

梅
澤
典
男
・
青
木
伴
弥　

二三七五・
50

３　
取
締
役
会

▽
経
営
判
断
原
則
と
信
頼
の
原
則
を「
よ
き
意
思
決
定
」

に
活
か
す
〔
上
・
下
・
補
遺
〕

	
	

倉　

橋　

雄　

作

�

二三六九・
25　

二三七〇・
54　

二三七八・
38

▽
独
立
社
外
取
締
役
に
よ
る
取
締
役
会
に
お
け
る
反
対

行
動
の
考
察�

富　

永　

誠　

一　

二三七一・
37

▽
取
締
役
会
の
在
り
方
と
委
員
会
型
の
機
関
設
計
に
お

け
る
付
議
基
準
の
見
直
し

�

牧　

村　

卓　

哉　

二三七七・
30

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
16

	

取
締
役
会
構
成
員
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
考
え
る

─Cyril M
oscow

, D
irector Confidentiality

を
読
ん
で

─�

松　

井　

智　

予　

二三七七・
38

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
現
在
地
二
〇
二
四
⑵

	

取
締
役
会
の
実
効
性
向
上
に
資
す
る
議
題
設
定
の
あ

り
方�

山　

田　

和　

彦　

二三七八・
33

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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４　
監
査
役
・
監
査
役
会

５　
役
員
報
酬

▽
開
示
か
ら
見
る
日
本
の
経
営
者
報
酬
制
度
の
現
在
地

と
今
後
の
展
望

	
	

内
ヶ
﨑
茂
・
安
生
直
・
大
杉　

陽

�

小
川
雄
大
・
藤
野
友
則　

二三七八・
24

６　
会
社
補
償
・
Ｄ
＆
Ｏ
保
険

▽
役
員
報
酬
に
起
因
す
る
賠
償
請
求
と
Ｄ
＆
Ｏ
保
険

�
山　

越　

誠　

司　

二三六九・
34

７　
委
員
会

▽
取
締
役
会
の
在
り
方
と
委
員
会
型
の
機
関
設
計
に
お

け
る
付
議
基
準
の
見
直
し

�

牧　

村　

卓　

哉　

二三七七・
30

五
　
会
社
法
制
そ
の
他

１　
株
式
・
新
株
予
約
権

▽
ジ
ー
ネ
ク
ス
ト
新
株
等
発
行
差
止
請
求
事
件
東
京
地

裁
決
定
の
分
析
と
検
討�

太　

田　
　
　

洋　

二三六八・
４

▽
非
公
開
株
式
の
評
価
再
再
論
〔
上
〕

�

宍　

戸　

善　

一　

二三七〇・
４

▽
近
年
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
裁
判
例
に
み
る
株
式
価
値
評

価
の
論
点

─
継
続
価
値
算
定
を
め
ぐ
る
議
論
と
わ

が
国
実
務
の
課
題

─�

池　

谷　
　
　

誠　

二三七一・
53

２　
株
式
報
酬

▽
従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
現
在
地

	

Ⅰ�　

従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
導

入
動
向
と
実
務
上
の
課
題

�

橋　

本　

基　

美　

二三七五・
９

	

Ⅱ�　

従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
導

入
に
係
る
理
論
上
の
課
題

─
労
働
法
の
知
見
か

ら

─�

池　

田　
　
　

悠　

二三七五・
14

３　
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
不
祥
事

▽
不
正
調
査
実
務
の
現
状
と
課
題
〔
上
〕

─
第
三
者

委
員
会
等
に
関
す
る
論
点

─
（
座
談
会
）

	
	

竹
内　

朗
・
西
垣
建
剛
・
三
宅
英
貴

�

白
井　

真
・
矢
田　

悠
・
山
内
洋
嗣　

二三六六・
６

▽
不
正
調
査
実
務
の
現
状
と
課
題
〔
下
・
１
・
２
〕

─
不
正
調
査
と
利
益
相
反

─
（
座
談
会
）

	
	

竹
内　

朗
・
西
垣
建
剛
・
三
宅
英
貴

	
	

白
井　

真
・
矢
田　

悠
・
山
内
洋
嗣

�

二三六九・
４　

二三七〇・
42

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
16

	

取
締
役
会
構
成
員
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
考
え
る

─Cyril M
oscow

, D
irector Confidentiality

を
読
ん
で

─�

松　

井　

智　

予　

二三七七・
38

４　
Ｍ
＆
Ａ
・
組
織
再
編
・
事
業
再
編

▽
中
小
企
業
Ｍ
＆
Ａ
が
会
社
法
理
論
に
示
唆
す
る
も
の

�

江　

頭　

憲
治
郎　

二三六四・
４

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析
⑴

	

企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
示
す
方
針
と
実
証
分
析

の
対
象�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

二三六五・
20

▽
Ｍ
＆
Ａ
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
契
約
に
お
け
る
テ
ー
ル
条

項
の
比
較
法
的
解
釈�

横　

井　
　
　

伸　

二三六六・
59

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析
⑵

	
公
正
性
担
保
措
置
と
少
数
株
主
の
富

�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

二三六六・
69

▽
近
時
の
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
動
向
と
理
論
的
課
題
（
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
）

	

Ⅰ　

総
論

─
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
検
討
課
題

─

�

田　

中　
　
　

亘　

二三六七・
４

	

Ⅱ　

買
収
を
め
ぐ
る
対
象
会
社
の
取
締
役
の
行
為
規
範

�

行　

岡　

睦　

彦　

二三六七・
15

	

Ⅲ　

構
造
的
な
利
益
相
反
の
あ
る
Ｍ
＆
Ａ
取
引
の
規
律

�
白　

井　

正　

和　

二三六七・
27

	

Ⅳ�　

公
開
買
付
規
制
改
正
と
今
後
の
買
収
防
衛
策
の

展
望�

飯　

田　

秀　

総　

二三六七・
41

	

Ⅴ　

公
開
買
付
規
制
の
課
題

�

齊　

藤　

真　

紀　

二三六七・
53

	

Ⅵ　

ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
関
連
す
る
法
的
検
討
課
題

�

松　

元　

暢　

子　

二三六七・
64

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析
⑶

	

「
同
意
な
き
買
収
」
の
動
機
と
成
果

�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

二三六八・
47

▽
令
和
５
年
度
に
お
け
る
企
業
結
合
関
係
届
出
の
状
況

お
よ
び
主
要
な
企
業
結
合
事
例

�

矢
野　

諒
・
藤
本
佳
那　

二三六九・
16

▽
企
業
買
収
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
実
証
分
析

（
４
・
完
）

	

企
業
買
収
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
与
え
た
影
響
と
規
範
的

意
義�

家
田　

崇
・
川
本
真
哉　

二三六九・
44

▽
中
小
Ｍ
＆
Ａ
と
Ｍ
＆
Ａ
仲
介
を
め
ぐ
る
基
礎
的
な
問

題
の
検
討�

松　

中　
　
　

学　

二三七二・
４

▽
買
収
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
担
保
権
に
関
す
る
近

時
の
動
向
と
今
後
の
展
開

─
企
業
価
値
担
保
権
を

中
心
に

─�

子　

安　

智　

博　

二三七三・
20

▽
中
小
Ｍ
＆
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〔
第
三
版
〕
の
解
説

	
	

田
尻
雄
裕
・
林　

寛
之

�

河
野
匡
宏
・
菱
川　

舞　

二三七五・
20

▽
企
業
価
値
最
大
化
の
た
め
の
「
Ｓ
Ｒ
Ｃ
（
戦
略
検
討

委
員
会
）」
の
意
義
と
実
務
上
の
ポ
イ
ン
ト

�

和
田
尚
大
・
白
鳥
竜
太
郎
・
沢
田
純
一　

二三七七・
13

５　
買
収
防
衛

▽
近
時
の
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
動
向
と
理
論
的
課
題
（
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
）

	

Ⅳ�　

公
開
買
付
規
制
改
正
と
今
後
の
買
収
防
衛
策
の

展
望�

飯　

田　

秀　

総　

二三六七・
41

▽
買
収
へ
の
対
応
方
針
の
導
入
状
況
と
そ
の
動
向

─

二
〇
二
四
年
六
月
総
会
を
踏
ま
え
て

─

	
	

茂
木
美
樹
・
谷
野
耕
司

�

長
澤　

渉
・
西
川
恵
祐　

二三七四・
39

▽
買
収
行
動
指
針
公
表
後
の
Ｍ
＆
Ａ
実
務
の
動
向

〔
上
・
下
〕

─
公
表
事
例
と
実
態
調
査
を
踏
ま
え

て

─	

小
舘
浩
樹
・
青
柳
良
則
・
菅　

隆
浩

�

二三七七・
４　

二三七八・
40

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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６　
グ
ル
ー
プ
会
社
・
非
上
場
会
社

▽
上
場
従
属
会
社
と
情
報
開
示
制
度
〔
上
・
下
〕

�

熊　

代　

拓　

馬　

二三六五・
25　

二三六六・
78

▽
支
配
株
主
を
有
す
る
上
場
会
社
に
お
い
て
独
立
社
外

取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
そ
の
限
界

�

髙　

橋　

陽　

一　

二三六六・
38

７　
そ
の
他

六
　
商
業
・
法
人
登
記

▽
商
業
・
法
人
登
記
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
⑵

	

株
式
会
社
ま
た
は
弁
護
士
を
日
本
に
お
け
る
代
表
者

と
す
る
外
国
会
社
の
登
記

�

今　

井　

美
智
子　

二三六五・
60

▽
代
表
取
締
役
等
住
所
非
表
示
措
置
の
解
説

�

金　

﨑　

哲　

平　

二三七五・
４

七
　
金
商
法

１　
金
商
法
動
向

▽
金
融
商
品
取
引
法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
解
説

─

資
産
運
用
の
高
度
化
・
多
様
化
に
向
け
た
見
直
し

─	

齊
藤
将
彦
・
平
林
高
明
・
藤
野
哲
生

�

和
氣
宏
昭
・
西
川
昇
大
・
福
原
亮
輔　

二三六三・
４

▽
公
開
買
付
制
度
に
係
る
金
融
商
品
取
引
法
等
の
改
正

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

上
久
保
知
優
・
小
出
成
泰　

二三六三・
11

▽
大
量
保
有
報
告
制
度
に
係
る
金
融
商
品
取
引
法
等
の

改
正	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

上
久
保
知
優
・
小
出
成
泰　

二三六四・
10

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
⑴

─
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
二

四
の
策
定

─

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

二三六六・
51

▽
近
時
の
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
動
向
と
理
論
的
課
題
（
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
）

	

Ⅳ�　

公
開
買
付
規
制
改
正
と
今
後
の
買
収
防
衛
策
の

展
望�

飯　

田　

秀　

総　

二三六七・
41

	

Ⅴ　

公
開
買
付
規
制
の
課
題

�

齊　

藤　

真　

紀　

二三六七・
53

	

Ⅵ　

ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
関
連
す
る
法
的
検
討
課
題

�

松　

元　

暢　

子　

二三六七・
64

▽
公
開
買
付
制
度
の
改
正
に
よ
る
実
務
へ
の
影
響
に
関

す
る
一
考
察	

玉
井
裕
子
・
岡
野
辰
也

�

田
村　

優
・
柴
田
雄
司　

二三六八・
15

▽
大
量
保
有
報
告
制
度
の
改
正
と
実
務
へ
の
影
響

�

石
綿　

学
・
越
智
晋
平　

二三六八・
32

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
⑵

─
投
資
家
に
お
け
る
取
組
事
例
（
機
関

投
資
家
等
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
関
す
る

実
態
調
査
）

─

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

二三六八・
57

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
（
３
・
完
）

─
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実

態
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
実
践

に
関
す
る
企
業
に
お
け
る
取
組
事
例

─

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

二三六九・
52

▽
「
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い

て
（
公
開
買
付
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
の
解
説

�

中　

村　
　
　

浩　

二三七〇・
19

▽
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

る
内
閣
府
令
等
の
改
正
の
解
説
―

─
持
株
会
お
よ

び
持
投
資
口
会
に
関
す
る
改
正

─
�

鎌
田　

航
・
福
原
亮
輔　

二三七二・
12

▽
「
社
債
市
場
の
活
性
化
に
向
け
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
に

関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
書
（
二
〇
二

四
年
七
月
報
告
）」
に
つ
い
て

�

西
村
淑
子
・
柴
田
裕
作
・
矢
口　

翔　

二三七二・
15

２　
開
示
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

▽
Ｍ
Ｂ
Ｏ
と
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

�

鈴
木
一
功
・
吉
村
一
男　

二三六五・
４

▽
上
場
従
属
会
社
と
情
報
開
示
制
度
〔
上
・
下
〕

	
	

熊　

代　

拓　

馬

�

二三六五・
25　

二三六六・
78

▽
Ｅ
Ｕ
の
企
業
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
デ
ュ
ー
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス
指
令
を
踏
ま
え
た
日
本
企
業
の
実
務
対
応

�

渡　

邉　

純　

子　

二三六五・
34

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
15

	

四
半
期
報
告
の
廃
止
と
情
報
開
示
規
制
の
基
礎
理
論

─
湯
原
心
一
『
証
券
市
場
に
お
け
る
情
報
開
示
の

理
論
』
を
読
ん
で

─�

加　

藤　

貴　

仁　

二三七三・
63

▽
「
令
和
五
事
務
年
度
開
示
検
査
事
例
集
」
の
公
表
に

つ
い
て�

澤
村
泰
行
・
佐
藤
梨
雅　

二三七四・
20

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
現
在
地
二
〇
二
四
⑴

	

四
半
期
開
示
見
直
し
後
の
情
報
開
示
の
現
状
と
課
題

�

菊　

池　

勝　

也　

二三七七・
23

３　
公
開
買
付
け
・
大
量
保
有

▽
公
開
買
付
制
度
に
係
る
金
融
商
品
取
引
法
等
の
改
正

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

上
久
保
知
優
・
小
出
成
泰　

二三六三・
11

▽
大
量
保
有
報
告
制
度
に
係
る
金
融
商
品
取
引
法
等
の

改
正	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

上
久
保
知
優
・
小
出
成
泰　

二三六四・
10

▽
近
時
の
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
動
向
と
理
論
的
課
題
（
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
）

	

Ⅳ�　

公
開
買
付
規
制
改
正
と
今
後
の
買
収
防
衛
策
の

展
望�

飯　

田　

秀　

総　

二三六七・
41

	

Ⅴ　

公
開
買
付
規
制
の
課
題

�

齊　

藤　

真　

紀　

二三六七・
53

	

Ⅵ　

ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
関
連
す
る
法
的
検
討
課
題

�

松　

元　

暢　

子　

二三六七・
64

▽
公
開
買
付
制
度
の
改
正
に
よ
る
実
務
へ
の
影
響
に
関

す
る
一
考
察	

玉
井
裕
子
・
岡
野
辰
也

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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�

田
村　

優
・
柴
田
雄
司　

二三六八・
15

▽
大
量
保
有
報
告
制
度
の
改
正
と
実
務
へ
の
影
響

�

石
綿　

学
・
越
智
晋
平　

二三六八・
32

▽
「
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い

て
（
公
開
買
付
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
の
解
説

�

中　

村　
　
　

浩　

二三七〇・
19

▽
三
ッ
星
株
式
に
関
す
る
大
量
保
有
報
告
書
等
の
不
提

出
等
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令
事
案
の
実
務
的
考
察

	
	

宮
下　

央
・
篠
原
一
生

�

太
郎
田
耀
・
安
藤
智
哉　

二三七三・
４

▽
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
お
け
る
大
量
保
有
報
告

制
度
違
反
事
案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（「
令
和
五
事

務
年
度　

開
示
検
査
事
例
集
」
よ
り
）

�

横
山
亞
希
子
・
澤
村
泰
行
・
坂
部
裕
哉　

二三七五・
32

４　
不
公
正
取
引
規
制

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
14

	

市
場
を
跨
い
だ
不
公
正
取
引

─
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
現
物
Ｅ
Ｔ
Ｆ
上
場
承
認
の
リ
リ
ー
ス

を
読
ん
で

─�

松　

尾　

健　

一　

二三七一・
64

５　
業
規
制

▽
金
融
商
品
取
引
法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
解
説

─

資
産
運
用
の
高
度
化
・
多
様
化
に
向
け
た
見
直
し

─

	
	

齊
藤
将
彦
・
平
林
高
明
・
藤
野
哲
生

�

和
氣
宏
昭
・
西
川
昇
大
・
福
原
亮
輔　

二三六三・
４

▽
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

る
内
閣
府
令
等
の
改
正
の
解
説
―

─
持
株
会
お
よ

び
持
投
資
口
会
に
関
す
る
改
正

─

�

鎌
田　

航
・
福
原
亮
輔　

二三七二・
12

八
　
ガ
バ
ナ
ン
ス（
会
社
法
制
・
金
商
法
関
係
以
外
）

１　
ガ
バ
ナ
ン
ス
全
般

▽
経
営
判
断
原
則
と
信
頼
の
原
則
を「
よ
き
意
思
決
定
」

に
活
か
す
〔
上
・
下
・
補
遺
〕

	
	

倉　

橋　

雄　

作

�

二三六九・
25　

二三七〇・
54　

二三七八・
38

▽
日
本
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
上
の
課
題�

倉　

林　
　
　

陽　

二三七三・
52

２　

�

機
関
投
資
家
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ス
ト
・
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト

▽
東
京
株
式
懇
話
会
「
Ｓ
Ｒ
活
動
実
態
調
査
」
と
実
務

上
の
示
唆

─
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
Ｓ
Ｒ
活
動

の
実
践

─

	
	

井
上　

卓
・
平
岡
幸
一
郎
・
高
橋
直
樹

�

監
修
：
武
井
一
浩　

二三六三・
18

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
⑴

─
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
二

四
の
策
定

─

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

二三六六・
51

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
⑵

─
投
資
家
に
お
け
る
取
組
事
例
（
機
関

投
資
家
等
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
関
す
る

実
態
調
査
）

─

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�

廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

二三六八・
57

▽
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
近
時
の

取
組
み
（
３
・
完
）

─
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実

態
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
実
践

に
関
す
る
企
業
に
お
け
る
取
組
事
例

─

	
	

野
崎　

彰
・
谷
口
達
哉
・
松
井　

章

�
廣
島
直
樹
・
上
久
保
知
優　

二三六九・
52

▽
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｓ
Ｒ
）
の

新
時
代

─
対
話
の
“
対
”
の
意
味
を
問
う

─

（
東
京
株
式
懇
話
会
・
東
京
証
券
取
引
所
主
催
公
開

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

	

東
京
株
式
懇
話
会
会
長
冒
頭
挨
拶

�

井　

上　
　
　

卓　

二三七一・
６

▽
基
調
講
演
１

	

東
証
が
期
待
す
る
上
場
会
社
と
投
資
家
と
の
建
設
的

対
話�

青　
　
　

克　

美　

二三七一・７

▽
基
調
講
演
２

	

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
の
基
礎
理
論

�

加　

藤　

貴　

仁　

二三七一・
12

▽
企
業
価
値
向
上
の
た
め
の
上
場
会
社
と
機
関
投
資
家

と
の
新
た
な
対
話
を
目
指
し
て
〔
上
・
下
〕（
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

	
	

井
上　

卓
・
加
藤
貴
仁
・
青　

克
美

	
	

武
井
一
浩
・
江
良
明
嗣
・
寺
沢　

徹

	
	

松
村
真
弓
・
高
橋
直
樹
・
松
井
秀
征

	
	

松
井
秀
征
・
佃　

秀
昭

�

二三七一・
20　

二三七二・
31

▽
近
時
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
動
向

─
二
〇
二
四
年

六
月
総
会
の
株
主
提
案
の
状
況
を
踏
ま
え
て

─

�

牛
田　

明
・
丸
谷
国
央　

二三七二・
20

▽
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｓ
Ｒ
）
の

新
時
代
〜
対
話
の
“
対
”
の
意
味
を
問
う
〜

	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
観
覧
記
１

	

株
主
に
対
す
る
政
策
的
観
点
か
ら
の
規
律
づ
け
・
動

機
づ
け�

松　

井　

秀　

征　

二三七二・
44

	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
観
覧
記
２

	

否
定
を
厭
わ
な
い
強
い
意
思
の
重
要
性

�

倉　

橋　

雄　

作　

二三七二・
45

	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
観
覧
記
３

	

機
関
投
資
家
に
望
ま
れ
る
変
革

�

佃　
　
　

秀　

昭　

二三七二・
46

▽
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
動
向

─
二
〇
二
四
年

六
月
株
主
総
会
の
振
り
返
り

─

�

白
鳥
琢
也
・
渡
邉
健
太
郎　

二三七三・
29

▽
個
人
株
主
の
増
加
と
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
Ｒ
／
Ｓ
Ｒ

�

石
井
孝
史
・
長
峯
弘
幸　

二三七八・
11

３　
資
本
コ
ス
ト

４　
Ｅ
Ｓ
Ｇ
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

▽
Ｅ
Ｕ
の
企
業
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
デ
ュ
ー
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス
指
令
を
踏
ま
え
た
日
本
企
業
の
実
務
対
応

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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�

渡　

邉　

純　

子　

二三六五・
34

５　
人
的
資
本
・
無
形
資
産

６　
そ
の
他

▽
官
民
共
創
に
よ
る
ル
ー
ル
メ
イ
キ
ン
グ
の
新
展
開
と

企
業
法
務
の
あ
り
方
〔
上
・
下
〕（
座
談
会
）

	
	

落
合
孝
文
・
髙
尾
知
達
・
高
野
雄
市

	
	

鳴
海
禎
造
・
中
原
裕
彦

�

二三七〇・
32　

二三七一・
89

九
　
資
本
市
場
制
度

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
14

	

市
場
を
跨
い
だ
不
公
正
取
引

─
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
現
物
Ｅ
Ｔ
Ｆ
上
場
承
認
の
リ
リ
ー
ス

を
読
ん
で

─�

松　

尾　

健　

一　

二三七一・
64

▽
「
社
債
市
場
の
活
性
化
に
向
け
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
に

関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
書
（
二
〇
二

四
年
七
月
報
告
）」
に
つ
い
て

�

西
村
淑
子
・
柴
田
裕
作
・
矢
口　

翔　

二三七二・
15

▽
特
別
注
意
銘
柄
の
制
度
概
要
と
近
時
事
例
の
総
括

�

藤　

森　

翔　

太　

二三七四・
31

▽
上
場
審
査
に
お
け
る
実
質
基
準
に
係
る
各
種
規
範
の

整
理
〔
上
・
中
・
下
〕	青
野
雅
朗
・
森
田
光
一

�

二三七五・
40　

二三七七・
43　

二三七八・
50

一
〇
　
非
上
場
会
社
・
中
小
企
業

▽
Ｍ
＆
Ａ
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
契
約
に
お
け
る
テ
ー
ル
条

項
の
比
較
法
的
解
釈�

横　

井　
　
　

伸　

二三六六・
59

▽
中
小
Ｍ
＆
Ａ
と
Ｍ
＆
Ａ
仲
介
を
め
ぐ
る
基
礎
的
な
問

題
の
検
討�

松　

中　
　
　

学　

二三七二・
４

▽
中
小
Ｍ
＆
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〔
第
三
版
〕
の
解
説

	
	

田
尻
雄
裕
・
林　

寛
之

�

河
野
匡
宏
・
菱
川　

舞　

二三七五・
20

一
一
　
企
業
会
計

▽
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
に
お
け
る
最
近
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
活
動�

芳　

賀　

裕　

司　

二三七一・
68

一
二
　
民
事
法
・
民
事
手
続
法

▽
大
株
主
の
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
に
お
け
る
意

思
能
力
の
存
否
に
関
す
る
裁
判
例
の
分
析

�

仲　
　
　

卓　

真　

二三七四・
４

▽
従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
現
在
地

	

Ⅱ�　

従
業
員
向
け
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
導

入
に
係
る
理
論
上
の
課
題

─
労
働
法
の
知
見
か

ら

─�

池　

田　
　
　

悠　

二三七五・
14

一
三
　
経
済
法

▽
令
和
５
年
度
に
お
け
る
企
業
結
合
関
係
届
出
の
状
況

お
よ
び
主
要
な
企
業
結
合
事
例

�

矢
野　

諒
・
藤
本
佳
那　

二三六九・
16

一
四
　
税
法

一
五
　
外
為
法
・
経
済
安
全
保
障

▽
経
済
産
業
省
に
お
け
る
外
為
法
に
基
づ
く
投
資
管
理

─
令
和
６
年
８
月
の
事
前
届
出
対
象
業
種
の
改
正

概
要
お
よ
び
近
年
の
経
済
産
業
省
の
実
務

─

�

福　

冨　

友　

美　

二三七四・
49

一
六
　
司
法
制
度

一
七
　
規
制
改
革

一
八
　
海
外
の
法
制
・
動
向

▽
中
国
に
お
け
る
会
社
法
改
正
の
背
景
と
要
点

�
温　
　
　

笑　

侗　

二三六四・
30

▽
Ｅ
Ｕ
の
企
業
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
デ
ュ
ー
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス
指
令
を
踏
ま
え
た
日
本
企
業
の
実
務
対
応

�

渡　

邉　

純　

子　

二三六五・
34

▽
Ｍ
＆
Ａ
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
契
約
に
お
け
る
テ
ー
ル
条

項
の
比
較
法
的
解
釈�

横　

井　
　
　

伸　

二三六六・
59

▽
近
時
の
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
動
向
と
理
論
的
課
題
（
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
）

	

Ⅱ�　

買
収
を
め
ぐ
る
対
象
会
社
の
取
締
役
の
行
為
規

範�

行　

岡　

睦　

彦　

二三六七・
15

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
13

	

米
国
に
お
け
る
独
立
社
外
取
締
役
の
増
加
と
そ
の
果

た
し
て
い
る
機
能

─Jeffrey N
. Gordon

’ T
he 

Rise of Independent D
irectors in the U

nited 
States ’ 1950-2005: O

f Shareholder V
alue and 

Stock M
arket Prices

を
読
ん
で

─

�

白　

井　

正　

和　

二三六八・
65

▽
近
年
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
裁
判
例
に
み
る
株
式
価
値
評

価
の
論
点

─
継
続
価
値
算
定
を
め
ぐ
る
議
論
と
わ

が
国
実
務
の
課
題

─�

池　

谷　
　
　

誠　

二三七一・
53

▽
商
事
法
務
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
14

	

市
場
を
跨
い
だ
不
公
正
取
引

─
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
現
物
Ｅ
Ｔ
Ｆ
上
場
承
認
の
リ
リ
ー
ス

を
読
ん
で

─�

松　

尾　

健　

一　

二三七一・
64

▽
日
本
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
上
の
課
題�

倉　

林　
　
　

陽　

二三七三・
52

▽
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
１
回
中
日
商
法
座
談
会

	

中
国
改
正
会
社
法
の
適
用
と
解
釈
Ｑ
＆
Ａ

�

温　

笑
侗
・
劉　

淑
珺　

二三七八・
４

一
九
　
そ
の
他

▽
二
〇
二
四
年
上
半
期
ハ
イ
ラ
イ
ト

─
当
会
・
本
誌

の
取
組
み
と
上
半
期
の
法
令
改
正
等
の
動
向

─

�

編　
　

集　
　

部　

二三六三・
39

▽
江
頭
先
生
の
受
章
を
お
祝
い
し
て

�

藤　

田　

友　

敬　

二三七五・
19

商
事
法
務
ト
ピ
ッ
ク

▽
日
本
Ｉ
Ｒ
協
議
会
、「
資
本
コ
ス
ト
や
株
価
を
意
識

し
た
経
営
・
Ｉ
Ｒ
」
に
関
す
る
調
査
結
果
を
公
表

�

二三六七・
86

▽
東
京
地
裁
、
ジ
ー
ネ
ク
ス
ト
の
新
株
等
発
行
差
止
仮

処
分
命
令
申
立
事
件
で
却
下
決
定�

二三六七・
87

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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▽
中
小
企
業
庁
、「
中
小
企
業
の
成
長
経
営
の
実
現
に

向
け
た
研
究
会
第
二
次
中
間
報
告
書
」
を
公
表

�

二三七二・
52

実
務
問
答
会
社
法

▽
吸
収
分
割
に
お
け
る
対
価
の
調
整

�

青　

野　

雅　

朗　

二三六三・
50

▽
競
合
会
社
の
社
外
取
締
役
の
兼
任
等
と
競
業
取
引
規
制

�
塚　

本　

英　

巨　

二三六六・
105

▽
Ⅰ　

株
式
の
分
割
と
基
準
日　

Ⅱ　

株
式
交
換
と
減

資
・
減
準
備
金�
邉　
　
　

英　

基　

二三六八・
69

▽
相
互
保
有
株
式
に
関
す
る
諸
問
題

�

髙　

木　

弘　

明　

二三七一・
108

▽
債
権
者
異
議
申
述
公
告
に
お
け
る
個
別
催
告
の
省
略

�

金　

子　

佳　

代　

二三七三・
67

▽
Ⅰ　

親
子
兼
務
取
締
役
の
子
会
社
に
お
け
る
最
低
責

任
限
度
額　

Ⅱ　

株
式
報
酬
と
最
低
責
任
限
度
額

�

渡　

辺　

邦　

広　

二三七七・
60

実
務
問
答
金
商
法

▽
自
己
取
引
・
運
用
財
産
相
互
間
取
引

�

酒
井
敦
史
・
鈴
木
謙
輔　

二三六四・
56

▽
種
類
株
式
と
公
開
買
付
規
制

�

峯
岸
健
太
郎
・
後
藤
徹
也　

二三六六・
111

▽
公
開
買
付
規
制
と
実
質
的
特
別
関
係
者

�

町
田
行
人
・
水
上
高
佑　

二三六九・
66

▽
報
酬
と
し
て
株
式
等
を
取
得
し
た
役
職
員
に
よ
る
損

害
賠
償
請
求�

中　

村　

慎　

二　

二三七一・
113

▽
虚
偽
告
知
等
の
禁
止
の
対
象

�

大　

越　

有　

人　

二三七四・
60

▽
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
「
重
要
な
契
約
」
の
開
示

�

安　

井　

桂　

大　

二三七七・
65

商
事
法
判
例
研
究
№
696
～
701

▽
後
任
理
事
を
選
出
す
る
後
行
の
選
挙
の
効
力
を
争
う

訴
え
が
併
合
さ
れ
て
い
る
先
行
の
選
挙
の
取
消
し
の

訴
え
の
利
益�

伊　

藤　

吉　

洋　

二三六四・
50

▽
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
の
子
会
社
た
る
銀
行
に
対

す
る
監
督
義
務�

舩　

津　

浩　

司　

二三六六・
99

▽
招
集
株
主
に
よ
る
ク
オ
カ
ー
ド
贈
与
の
表
明
と
株
主

総
会
開
催
禁
止
の
仮
処
分

�

白　

井　

正　

和　

二三六九・
60

▽
善
管
注
意
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
な
さ

れ
た
取
締
役
の
行
為
と
Ｄ
＆
Ｏ
保
険

�

髙　

橋　

陽　

一　

二三七一・
102

▽
人
傷
被
保
険
者
死
亡
時
の
保
険
金
請
求
権
の
帰
属

�

竹　

濵　
　
　

修　

二三七四・
54

▽
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
お
け
る「
重
要
事
実
の
伝
達
」

の
有
無�

上　

田　

真　

二　

二三七七・
54

米
国
会
社
・
証
取
法
判
例
研
究
№
430
～
447

▽
取
締
役
を
兼
任
し
な
い
執
行
役
の
監
視
義
務

�

行　

岡　

睦　

彦　

二三六五・
62

▽
連
邦
預
金
保
険
公
社
の
行
政
法
審
判
官
に
係
る
審
決

に
対
す
る
司
法
審
査�

𠮷　

井　

敦　

子　

二三六七・
77

▽
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
上
場
承
認
と
平
等
原
則

�

中　

筋　

智　

規　

二三七〇・
61

▽
役
員
（offi

cer

）
の
責
任
免
除
条
項
に
関
す
る
定
款

変
更
と
種
類
株
主
総
会
決
議

�

後　

藤　

彰　

子　

二三七二・
47

▽
証
券
取
引
所
法
規
則
10
ｂ‒

５
⒝
と
「
純
粋
な
不
開

示
」�

藤　

林　

大　

地　

二三七五・
59

▽
大
量
保
有
報
告
書
に
お
け
る
共
同
保
有
者
該
当
性
と

変
更
報
告
書
の
提
出
に
よ
る
争
訟
性
の
喪
失

�

熊　

代　

拓　

馬　

二
三
五
八
・
60

新
商
事
判
例
便
覧
№
770
～
787

▽
二
三
六
五
号
（
便
覧
№
782
）�

67

3593　

民
事
保
全
二
三
Ⅰ
、
五
三
Ⅰ　

最
高
裁
令
５
・
10
・
６
決

定　

一
筆
の
土
地
の
一
部
分
に
つ
い
て
の
所
有
権
移
転
登

記
請
求
権
を
有
す
る
債
権
者
に
よ
る
当
該
登
記
請
求
権
を

被
保
全
権
利
と
す
る
当
該
土
地
の
全
部
に
係
る
処
分
禁
止

の
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
き
、
特
段
の
事
情
が
あ
る

場
合
に
は
保
全
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
事
例

（
令
５
(許)
九
）〔
処
分
禁
止
の
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
を
し

た
場
合
に
お
け
る
保
全
の
必
要
性
の
有
無
（
積
極
）〕

3594　

会
社
一
二
七
、
一
二
八　

最
高
裁
令
６
・
４
・
19
判
決　

一　

株
券
発
行
前
に
し
た
株
券
発
行
会
社
の
株
式
の
譲
渡

は
、
譲
渡
当
事
者
間
に
お
い
て
は
株
券
の
交
付
の
な
い
こ

と
に
よ
り
効
力
が
否
定
さ
れ
な
い
と
し
た
事
例　

二　

株

券
発
行
会
社
の
株
式
の
譲
受
人
は
、
譲
渡
人
の
株
券
発
行

会
社
に
対
す
る
株
券
発
効
請
求
権
を
代
位
行
使
し
、
株
券

の
交
付
を
直
接
自
己
に
対
し
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

た
事
例
（
令
４
(受)
一
二
六
六
）〔
株
券
発
行
前
の
株
式
譲

渡
お
よ
び
株
券
発
行
請
求
権
の
代
位
行
使
の
効
力
（
最
高

裁
判
決
）〕

3595　

会
社
四
二
三
、
八
四
七　

大
阪
高
裁
令
４
・
12
・
８
判
決

　

一　

地
面
師
詐
欺
に
よ
っ
て
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
場

合
、
経
営
判
断
原
則
に
よ
り
、
取
締
役
に
善
管
注
意
義
務

違
反
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例　

二　

大
規
模
な
会
社
に
お

い
て
、
信
頼
の
原
則
に
よ
り
、
下
部
組
織
か
ら
の
情
報
等

に
依
拠
し
て
判
断
し
た
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
、

取
締
役
の
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例（
令
４
ネ
一
四
六
八
）

〔
積
水
ハ
ウ
ス
株
主
代
表
訴
訟
架
空
不
動
産
売
買
事
件（
控

訴
審
）〕

3596　

会
社
三
五
六
Ⅰ
柱
書
・
Ⅰ
②
、三
六
五
Ⅰ
、四
二
三
Ⅰ
・

Ⅲ
、
民
訴
五
二
Ⅰ　

静
岡
地
裁
令
６
・
４
・
25
判
決　

一　

取
締
役
が
利
益
相
反
取
引
と
し
て
寄
付
を
し
た
場
合
に
、

常
に
そ
の
全
額
に
つ
き
会
社
法
四
二
三
条
三
項
に
い
う

「
損
害
」
が
発
生
し
た
と
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
断

さ
れ
た
事
例　

二　

取
締
役
が
代
表
者
を
務
め
る
一
般
財

団
法
人
へ
の
寄
付
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
目
的
で
あ
り
、
合
理
的
な

範
囲
を
超
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
取
締
役
の
任
務

懈
怠
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例　

三　

共
同
訴
訟
参
加
に

よ
り
原
告
側
に
加
わ
る
共
同
訴
訟
参
加
人
は
、
原
告
の
請

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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求
と
異
な
っ
た
新
た
な
請
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

判
断
さ
れ
た
事
例
（
平
30
ワ
第
一
〇
四
二
号
、
平
31
ワ
第

二
一
〇
号
）〔
創
業
家
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
問
題
に
関
す
る

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
消
極
）〕

▽
二
三
六
七
号
（
便
覧
№
783
）�

82

3597　

会
社
二
九
七
、
三
一
四　

東
京
高
裁
令
３
・
９
・
29
判
決

　

株
主
が
会
社
法
二
九
七
条
に
基
づ
く
株
主
総
会
の
招
集

請
求
に
よ
る
こ
と
な
く
、
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
会
社
に
株

主
総
会
の
開
催
お
よ
び
株
主
総
会
に
お
け
る
質
問
を
請
求

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
事
例
（
令
３

ネ
一
六
六
六
）〔
訴
訟
手
続
に
よ
る
臨
時
株
主
総
会
開
催

請
求
事
件
（
消
極
）〕

3598　

会
社
三
四
六
Ⅱ
、
八
三
〇
Ⅰ　

東
京
地
裁
民
事
第
八
部

令
４
・
６
・
27
判
決　

仮
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主
総
会
に

お
け
る
新
た
な
役
員
選
任
決
議
お
よ
び
こ
れ
に
よ
り
選
任

さ
れ
た
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主
総
会
に
お
け
る
遡
及
的

な
報
酬
決
議
に
よ
っ
て
、
先
行
決
議
の
不
存
在
確
認
請
求

の
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
た
と
さ
れ
た
事
例
（
令
３
ワ
三

六
五
四
）〔
仮
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主
総
会
に
お
け
る

後
行
決
議
に
よ
る
先
行
決
議
の
不
存
在
確
認
を
求
め
る
訴

え
の
利
益
の
消
滅
〕

3599　

会
社
更
生
四
九　

東
京
地
裁
令
５
・
11
・
22
判
決　

返
済

期
限
を
延
長
す
る
条
件
変
更
契
約
に
よ
る
借
入
金
債
務
の

元
本
の
最
終
返
済
日
の
到
来
時
点
に
お
い
て
更
生
会
社
に

「
支
払
の
停
止
」
等
が
あ
っ
た
と
認
め
、
金
融
機
関
に
よ

る
貸
金
債
権
と
預
金
債
権
の
相
殺
の
効
力
を
否
定
し
た
事

例
（
令
４
ワ
一
四
〇
八
六
）〔
更
生
債
権
者
で
あ
る
金
融

機
関
に
よ
る
貸
金
債
権
と
預
金
債
権
と
の
相
殺
の
効
力

（
消
極
）〕

3600　

不
正
競
争
（
令
和
五
年
法
律
第
五
一
号
改
正
前
）
二
、

一
二
、
二
二　

東
京
地
裁
令
６
・
２
・
26
判
決　

一　

回
転

寿
司
チ
ェ
ー
ン
を
経
営
す
る
会
社
が
提
供
す
る
商
品
の
原

価
等
の
情
報
お
よ
び
食
材
の
仕
入
先
等
の
情
報
に
係
る

デ
ー
タ
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
六
項
所
定
の
「
営
業
秘

密
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例　

二　

転
職
前
の
会
社

で
本
部
長
等
で
あ
っ
た
者
が
当
該
会
社
の
前
記
情
報
を
転

職
先
の
会
社
の
部
長
に
開
示
し
、
当
該
部
長
が
そ
の
上
司

等
に
さ
ら
に
開
示
し
た
こ
と
が
、
営
業
秘
密
の
不
正
開
示

に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
（
令
４
特
わ
二
一
四
八
）〔
同

業
他
社
に
転
職
し
た
役
員
に
よ
る
営
業
秘
密
の
不
正
開
示

事
件
（
カ
ッ
パ
・
ク
リ
エ
イ
ト
（
か
っ
ぱ
寿
司
）、
ゼ
ン

シ
ョ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
は
ま
寿
司
））〕

▽
二
三
七
〇
号
（
便
覧
№
784
）�

66

3601　

民
七
〇
九
、
会
社
三
五
〇　

最
高
裁
令
６
・７
・
８
判
決

　

退
任
取
締
役
に
対
す
る
退
職
慰
労
金
の
支
給
に
つ
き
、

株
主
総
会
か
ら
委
任
を
受
け
た
取
締
役
会
が
行
っ
た
減
額

決
議
に
つ
い
て
、
代
表
取
締
役
お
よ
び
会
社
の
損
害
賠
償

責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例
（
令
４
(受)
一
七
八
〇
）〔
テ
レ

ビ
宮
崎
役
員
退
職
慰
労
金
の
減
額
に
係
る
会
社
お
よ
び
取

締
役
の
不
法
行
為
責
任
（
消
極
）
最
高
裁
判
決
〕

3602　

会
社
八
三
一
Ⅰ
①　

東
京
高
裁
令
５
・
９
・
28
判
決　

一

　

株
主
総
会
で
行
わ
れ
た
株
式
併
合
決
議
に
つ
き
、「
決

議
の
方
法
が
著
し
く
不
公
正
な
と
き
」
に
該
当
す
る
と
さ

れ
た
事
例　

二　

他
の
株
主
を
排
除
す
る
と
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
一
連
の
手
続
で
あ
っ
た
事
情
の
下
、
前
後

の
総
会
決
議
の
関
連
性
を
踏
ま
え
て
、「
決
議
の
方
法
が

著
し
く
不
公
正
な
と
き
」の
該
当
性
を
判
断
し
た
事
例（
令

４
ネ
五
九
九
八
・
令
５
ネ
八
八
七
）〔
他
の
株
主
を
排
除

す
る
意
図
の
下
で
行
わ
れ
た
一
連
の
株
主
総
会
決
議
に
係

る
決
議
取
消
請
求
控
訴
事
件
〕

3603　

金
商
一
八
、
一
九
、
二
一
、
二
一
の
二
、
二
二　

大
阪

地
裁
堺
支
部
令
５
・５
・
16
判
決　

有
価
証
券
届
出
書
に
虚

偽
記
載
の
あ
っ
た
会
社
、
無
限
定
適
正
意
見
を
表
明
し
た

監
査
法
人
お
よ
び
公
募
増
資
の
元
引
受
証
券
会
社
の
責
任

が
問
題
と
な
っ
た
事
例
（
監
査
法
人
お
よ
び
元
引
受
証
券

会
社
の
責
任
に
つ
い
て
否
定
）（
令
２
ワ
一
二
五
五
）〔
Ｕ

Ｍ
Ｃ
エ
レ
ク
ト
ロ
二
ク
ス
不
正
会
計
事
件
に
お
け
る
監
査

法
人
お
よ
び
元
引
受
証
券
会
社
の
責
任
の
有
無
〕

3604　

金
商
一
六
七
の
二
、
会
社
三
三
〇
、
三
五
五
、
四
二
三

Ⅰ
、
六
四
四　

東
京
地
裁
民
事
第
八
部
令
５
・
12
・７
判
決

　

金
商
法
違
反
の
取
引
推
奨
行
為
を
し
た
事
実
を
会
社
に

報
告
し
な
か
っ
た
取
締
役
は
、
そ
れ
に
よ
り
会
社
が
ス

ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
無
償
取
得
す
る
機
会
を
逸
し
た
こ

と
で
こ
う
む
っ
た
損
害
に
つ
い
て
、
任
務
懈
怠
責
任
を
負

う
と
さ
れ
た
事
例
（
令
３
ワ
七
三
六
六
）〔
旧
ド
ン
キ
ホ
ー

テ
Ｈ
Ｄ
元
代
表
取
締
役
の
自
社
株
取
引
推
奨
行
為
を
発
端

と
す
る
任
務
懈
怠
責
任
事
件
〕

▽
二
三
七
二
号
（
便
覧
№
785
）�

54

3605　

金
商
（
平
成
二
九
年
法
律
第
三
七
号
に
よ
る
改
正
前
の

も
の
）
三
五
条
の
三
、
三
八
⑧
、
四
〇
条
の
三
、
五
一
、

金
商
業
府
令
（
平
成
二
九
年
内
閣
府
令
第
五
五
号
に
よ
る

改
正
前
の
も
の
）
一
一
七
条
Ⅰ
②　

東
京
高
裁
令
６
・
２
・

14
判
決　

一　

ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
募
集
画
面
中
の
資
金
使
途
に
つ
い

て
、
金
商
業
等
府
令
一
一
七
条
一
項
二
号
所
定
の
虚
偽
表

示
等
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
事
例　

二　

ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン

デ
ィ
ン
グ
に
係
る
募
集
を
行
う
第
二
種
金
商
業
者
が
、
投

資
家
と
の
関
係
で
、
取
得
勧
誘
の
際
の
使
途
の
表
示
の
適

確
性
に
つ
い
て
確
認
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例
（
令
４

ネ
四
八
九
二
）〔
ｍ
ａ
ｎ
ｅ
ｏ
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ソ
ー
シ
ャ

ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
係
る
取
得
勧
誘
集
団
訴
訟
（
控
訴

審
）〕

3606　

民
五
四
一
、
七
〇
九
、
会
社
四
二
九　

東
京
高
裁
令
６
・

４
・
25
判
決　

一　

代
表
取
締
役
の
解
職
行
為
が
株
主
間

契
約
に
違
反
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
事
例　

二　

取
締
役

会
運
営
に
お
け
る
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
条
項
の
適
用
（
類
推
適

用
を
含
む
）
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
（
否
定
）（
令
５
ネ

五
三
一
八
）〔
株
主
間
契
約
上
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
条
項
の

適
用
の
可
否
〕

3607　

民
七
〇
九
、
下
請
四
Ⅰ
⑤
、
独
禁
二
Ⅸ
⑤　

東
京
地
裁

令
６
・
２
・
15
判
決　

一　

下
請
法
の
買
い
た
た
き
等
を
理

由
と
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
事
例　

二　

不
法
行
為
を
構
成
す
る
買
い
た

た
き
に
該
当
す
る
に
は
、
下
請
事
業
者
の
受
け
取
る
べ
き

対
価
と
実
際
の
下
請
代
金
額
と
の
間
に
著
し
い
乖
離
が
あ

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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り
、
親
事
業
者
と
下
請
事
業
者
と
の
協
議
状
況
等
と
い
っ

た
他
の
要
素
を
考
慮
し
て
も
当
該
乖
離
が
正
当
化
さ
れ
な

い
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
た
事
例（
令
２
ワ
三
二
六
六
一
）

〔
下
請
法
の
買
い
た
た
き
を
理
由
と
す
る
不
法
行
為
の
成

否
〕

3608　

会
社
四
二
九
Ⅰ
、
民
七
〇
九　

東
京
地
裁
民
事
第
八
部

令
６
・
４
・
９
判
決　

一　

会
社
買
収
に
関
す
る
弁
護
士
取

締
役
に
よ
る
業
務
に
つ
き
、
保
証
人
と
な
っ
た
者
か
ら
の

代
位
弁
済
額
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
四
二
九
条
一
項
等
の

損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例　

二　

取
締
役
と
し

て
の
任
務
懈
怠
の
程
度
が
著
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由

と
し
て
過
失
相
殺
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

（
令
４
ワ
一
二
二
三
四
）〔
弁
護
士
取
締
役
の
Ｍ
＆
Ａ
業
務

に
お
け
る
調
査
・
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償

事
件
（
積
極
）〕

▽
二
三
七
五
号
（
便
覧
№
786
）�

64

3609　

消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
二
④
・
⑦
・
⑩
、
三
Ⅳ　

最

高
裁
令
６
・
３
・
12
判
決　

消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
に
基

づ
く
共
通
義
務
確
認
の
訴
え
に
お
い
て
、
同
法
三
条
四
項

の
「
簡
易
確
定
手
続
に
お
い
て
対
象
債
権
の
存
否
及
び
内

容
を
適
切
か
つ
迅
速
に
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
」
へ
の
該
当
性
を
否
定
し
た
事
例
（
令
４
(受)

一
〇
四
一
）〔
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
た
情
報
商
材
等
販

売
に
関
す
る
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
に
基
づ
く
共
通
義

務
確
認
請
求
事
件
（
最
高
裁
判
決
）〕

3610　

不
競
法
二
Ⅰ
⑳
・
㉑
、
民
七
〇
九
、
七
一
九　

札
幌
地

裁
令
６
・
２
・
27
判
決　

一　

ラ
ン
キ
ン
グ
表
示
が
不
正
競

争
防
止
法
上
の
品
質
誤
認
表
示
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例

　

二　

比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
上
の
信
用
毀
損
行

為
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例　

三　

比
較
広
告
が
自

由
競
争
と
し
て
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
逸
脱
す
る
態
様
に
よ

る
広
告
で
あ
る
と
し
て
、
民
法
上
の
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
令
３
ワ
五
九
五
）

〔
比
較
広
告
に
お
け
る
品
質
誤
認
表
示
・
信
用
棄
損
行
為

の
該
当
性
、損
害
賠
償
の
成
否（
目
元
用
美
容
ア
イ
ク
リ
ー

ム
№
１
表
示
事
件
）〕

3611　

会
社
八
三
一
、
一
二
五
、
三
〇
三　

東
京
地
裁
民
事
第

八
部
令
６
・
３
・
27
判
決　

一　

会
社
が
株
主
名
簿
閲
覧
謄

写
請
求
を
拒
否
し
、
仮
処
分
命
令
に
係
る
不
服
申
立
等
を

し
た
と
し
て
も
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
株
主
総
会

決
議
取
消
事
由
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例　

二　

株
主
提
案

に
対
す
る
会
社
の
意
見
表
明
は
、
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ

る
相
当
な
範
囲
を
超
え
る
内
容
で
な
い
限
り
適
法
で
あ

り
、株
主
総
会
決
議
取
消
事
由
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例（
令

３
ワ
七
〇
四
二
九
）〔
株
主
名
簿
閲
覧
謄
写
請
求
拒
否
・

株
主
提
案
に
対
す
る
意
見
表
明
を
理
由
と
す
る
ナ
ガ
ホ
リ

株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
事
件
〕

3612　

会
社
八
四
七
、八
四
九　

東
京
地
裁
民
事
第
八
部
令
６
・

３
・
28
判
決　

株
主
代
表
訴
訟
の
原
告
お
よ
び
参
加
人
が

当
該
訴
訟
の
口
頭
弁
論
終
結
前
に
株
主
の
地
位
を
失
っ
た

場
合
に
は
、
会
社
法
八
五
一
条
一
項
各
号
に
該
当
す
る
と

き
を
除
き
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
原
告
適
格
を
失

う
も
の
と
さ
れ
た
事
例
（
平
28
ワ
三
一
八
七
九
）〔
東
芝

の
株
主
代
表
訴
訟
係
属
中
の
株
式
併
合
に
よ
る
株
主
の
原

告
適
格
の
喪
失
〕

▽
二
三
七
八
号
（
便
覧
№
787
）�

65

3613　

民
七
〇
九
、
会
社
八
四
七
、
八
五
二
①
、
四
二
三
①
、

三
六
一
①　

福
岡
高
裁
令
５
・７
・
20
判
決　

一　

特
例
有

限
会
社
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
取
締
役
報
酬

増
額
相
当
に
つ
き
原
告
の
請
求
の
一
部
が
認
容
さ
れ
た
事

例　

二　

株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
原
告
が
要
し
た
弁
護

士
費
用
が
損
害
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
令
５
ネ

二
四
一
）〔
同
族
企
業
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
控
訴
事

件
（
取
締
役
報
酬
増
額
お
よ
び
弁
護
士
費
用
相
当
額
）〕

3614　

会
社
二
九
八
、
八
三
一　

東
京
高
裁
令
６
・
６
・５
判
決

　

過
去
と
は
著
し
く
離
れ
た
場
所
で
一
部
の
株
主
に
委
任

状
を
送
付
せ
ず
に
開
催
さ
れ
た
定
時
株
主
総
会
に
つ
い

て
、
招
集
の
手
続
ま
た
は
決
議
の
方
法
が
法
令
ま
た
は
定

款
に
違
反
し
て
お
ら
ず
、
招
集
の
手
続
が
著
し
く
不
公
正

で
も
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
令
５
ネ
四
一
五
八
）〔
株
主

総
会
開
催
場
所
お
よ
び
委
任
状
一
部
不
送
付
と
招
集
手
続

お
よ
び
決
議
方
法
等
の
瑕
疵
の
有
無
（
消
極
）〕

3615　

民
法
一
Ⅱ
・
Ⅲ
、
四
一
五
、
七
〇
九　

東
京
地
裁
令
５
・

11
・
20
判
決　

海
外
法
人
を
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
と
す
る

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
お

い
て
、契
約
期
間
満
了
に
よ
る
契
約
の
終
了
が
認
め
ら
れ
、

契
約
更
新
に
係
る
交
渉
に
つ
い
て
の
不
法
行
為
責
任
も
否

定
さ
れ
た
事
例
（
令
３
ワ
七
九
七
四
）〔
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

法
人
と
の
間
で
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
フ
ラ
ン
チ
ャ

イ
ズ
契
約
の
期
間
満
了
に
よ
る
終
了
に
係
る
損
害
賠
償
等

請
求
事
件
〕

3616　

会
社
八
三
〇
Ⅰ
、
民
事
保
全
二
三
Ⅱ　

静
岡
地
裁
浜
松

支
部
令
６
・５
・
20
判
決　

株
主
総
会
開
催
禁
止
の
仮
処
分

に
違
反
し
て
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
に
係
る
決
議
は
法
律

上
不
存
在
に
な
る
と
判
断
さ
れ
た
事
例
（
令
６
ワ
二
四
）

〔
株
主
総
会
開
催
禁
止
の
仮
処
分
違
反
と
株
主
総
会
決
議

の
不
存
在
（
積
極
）〕

ニ
ュ
ー
ス

▼
二
三
六
三
（
七
月
五
日
）
号�

55

第
二
一
三
回
通
常
国
会
で
成
立
し
た
主
な
法
律

「
新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計

画
二
〇
二
四
年
改
訂
版
」
が
閣
議
決
定

金
融
庁
、
令
和
五
年
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
に
係
る
政

令
・
内
閣
府
令
案
等
に
つ
い
て
意
見
募
集

「
規
制
改
革
実
施
計
画
」
が
閣
議
決
定

経
産
省
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
会

と
り
ま
と
め
」
を
公
表

経
産
省
、「
持
続
的
な
企
業
価
値
向
上
に
関
す
る
懇
談
会

（
座
長
と
し
て
の
中
間
報
告
）」
を
公
表

経
産
省
、「
企
業
情
報
開
示
の
あ
り
方
に
関
す
る
懇
談
会

課
題
と
今
後
の
方
向
性
（
中
間
報
告
）」
を
公
表

▼
二
三
六
四
（
七
月
一
五
日
）
号�

62

金
融
庁
、「
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に

つ
い
て
（
公
開
買
付
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）（
案
）」
に

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校
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つ
い
て
意
見
募
集

Ｊ
Ｐ
Ｘ
、「
四
半
期
開
示
の
見
直
し
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」

を
更
新

金
融
庁
、「
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
お
い
て
推
奨
・

期
待
さ
れ
る
事
項
（
案
）」
に
つ
い
て
意
見
募
集

中
企
庁
、「
中
小
企
業
の
事
業
承
継
・
Ｍ
＆
Ａ
に
関
す
る

検
討
会
」
の
第
１
回
会
議
を
開
催

中
小
企
業
の
成
長
経
営
の
実
現
に
向
け
た
研
究
会
、
第
二

次
中
間
報
告
書
を
公
表

金
融
審
議
会
「
市
場
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
報

告
の
公
表

公
取
委
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
企
業
結
合
関
係
届
出
の

状
況
等
を
公
表

金
融
庁
、「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に

つ
い
て
（
企
業
内
容
等
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
の
改

正
（
案
）
に
つ
い
て
意
見
募
集

二
〇
二
四
年
五
月
定
時
株
主
総
会
の
概
況

▼
二
三
六
五
（
七
月
二
五
日
）
号�
71

金
融
庁
、「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
有
識
者
会
議

第
四
次
報
告
書
」
を
公
表

会
計
士
協
会
、「
四
半
期
開
示
制
度
の
見
直
し
に
伴
う
監

査
基
準
報
告
書
等
の
改
正
及
び
品
質
管
理
基
準
報
告
書

の
改
正
」（
公
開
草
案
）
で
意
見
募
集

日
証
協
、「
社
債
市
場
の
活
性
化
に
向
け
た
イ
ン
フ
ラ
整

備
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
報
告
書
を
公

表
会
計
士
協
会
、「
業
種
別
委
員
会
実
務
指
針
第
六
四
号
『
投

資
信
託
に
お
け
る
監
査
上
の
取
扱
い
』
の
改
正
に
つ
い

て
」
等
の
公
表

▼
二
三
六
六
（
八
月
五
日
・
一
五
日
）
号�

116

東
証
、「
会
計
基
準
の
選
択
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
」

の
開
示
内
容
の
分
析
を
公
表

監
査
役
協
会
・
会
計
士
協
会
、「
監
査
役
等
と
監
査
人
と

の
連
携
に
関
す
る
共
同
研
究
報
告
」
を
改
正

二
〇
二
四
年
六
月
定
時
株
主
総
会
の
概
況

月
間
日
誌
二
〇
二
四
年
六
・
七
月

▼
二
三
六
七
（
八
月
二
五
日
）
号�

90

法
務
省
、「
商
業
登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

の
施
行
に
伴
う
商
業
登
記
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
通
達
）」
を
公
表

法
務
省
、
法
制
審
議
会
商
法
（
船
荷
証
券
等
関
係
）
部
会

の
第
一
五
回
会
議
を
開
催

法
務
省
、「
民
事
判
決
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
検
討
会
報

告
書
」
を
公
表

経
産
省
、
Ｇ
Ｘ
推
進
機
構
の
金
融
支
援
業
務
に
関
す
る
支

援
基
準
を
公
表

▼
二
三
六
八
（
九
月
五
日
）
号�

55

内
閣
官
房
、「
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」

を
公
表

監
査
役
協
会
、
第
五
回
適
時
調
査
「
非
保
証
業
務
に
対
す

る
監
査
役
等
に
よ
る
事
前
の
了
解
」
を
公
表

金
融
庁
、
三
ッ
星
株
式
に
係
る
大
量
保
有
報
告
書
等
の
不

提
出
等
に
対
し
て
課
徴
金
納
付
命
令
の
決
定

月
間
日
誌
二
〇
二
四
年
七
・
八
月

▼
二
三
六
九
（
九
月
一
五
日
）
号�

72

東
証
、「
資
本
コ
ス
ト
や
株
価
を
意
識
し
た
経
営
の
実
現

に
向
け
た
対
応
」
に
関
す
る
今
後
の
施
策
を
公
表

東
証
、
四
半
期
開
示
の
見
直
し
後
の
四
半
期
決
算
短
信
の

開
示
動
向
を
公
表

中
企
庁
、「
中
小
Ｍ
＆
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
第
三
版
改

訂
を
公
表

内
閣
府
、
金
融
庁
、
中
企
庁
等
、「
金
融
機
関
に
お
け
る

Ｍ
＆
Ａ
支
援
の
促
進
等
に
つ
い
て
」
を
公
表

二
〇
二
四
年
七
月
定
時
株
主
総
会
の
概
況

▼
二
三
七
〇
（
九
月
二
五
日
）
号�

70

金
融
庁
、「
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に

つ
い
て
（
公
開
買
付
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
を
公
表

「
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る

内
閣
府
令
」
が
公
布

金
融
庁
、
令
和
六
年
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
に
係
る
政

令
・
内
閣
府
令
案
等
に
つ
い
て
意
見
募
集

法
制
審
議
会
、「
商
法
（
船
荷
証
券
等
関
係
）
等
の
改
正

に
関
す
る
要
綱
案
」
を
原
案
ど
お
り
採
択

企
業
会
計
基
準
委
、
企
業
会
計
基
準
第
三
四
号
「
リ
ー
ス

に
関
す
る
会
計
基
準
」
等
を
公
表

日
証
協
、「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
推
進
宣
言
」（
二

〇
二
四
年
九
月
附
属
書
改
訂
版
）
を
公
表

▼
二
三
七
一
（
一
〇
月
五
日
・
一
五
日
）
号�

118

東
証
、「
資
本
コ
ス
ト
や
株
価
を
意
識
し
た
経
営
の
実
現

に
向
け
た
対
応
」
に
関
す
る
開
示
企
業
一
覧
表
の
見
直

し
を
公
表

金
融
庁
、
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府

令
を
改
正

金
融
庁
、「
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
に
関
す
る
原
則
」
を

改
訂

会
計
士
協
会
、
四
半
期
開
示
制
度
の
見
直
し
に
伴
う
監
査

基
準
報
告
書
等
の
改
正

会
計
士
協
会
、
監
査
基
準
報
告
書
二
六
〇
、
監
査
基
準
報

告
書
七
〇
〇
等
の
改
正

Ｊ
Ｐ
Ｘ
、
プ
ラ
イ
ム
市
場
の
英
文
開
示
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ

を
更
新

経
産
省
、「
稼
ぐ
力
」
の
強
化
に
向
け
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
会
の
第
一
回
会
議
を
開
催

商
事
法
務
研
究
会
、「
会
社
法
制
研
究
会
」
の
第
一
回
会

議
を
開
催

二
〇
二
四
年
八
月
定
時
株
主
総
会
の
概
況

月
間
日
誌
二
〇
二
四
年
九
月

▼
二
三
七
二
（
一
〇
月
二
五
日
）
号�

58

金
融
庁
、「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る

有
識
者
会
議
」（
令
和
六
年
度
）
第
一
回
会
議
を
開
催

金
融
審
議
会
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
と
保
証

の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
第
四

回
会
議
を
開
催

金
融
庁
・
経
済
産
業
省
、「
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
に

お
い
て
推
奨
・
期
待
さ
れ
る
事
項
」
を
策
定
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五
校

五
校
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校
三
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三
校
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校
再
校

再
校
再
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経
産
省
、「
稼
ぐ
力
」
の
強
化
に
向
け
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
会
第
二
回
会
議
を
開
催

東
証
、
従
属
上
場
会
社
に
お
け
る
少
数
株
主
保
護
の
在
り

方
等
に
関
す
る
研
究
会
（
第
二
期
）
第
六
回
会
議
を
開

催
金
融
庁
、「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
有
識
者
会
議
」

第
二
五
回
会
議
を
開
催

法
務
省
、
令
和
六
年
度
の
休
眠
会
社
等
の
整
理
作
業
（
み

な
し
解
散
）
に
つ
い
て
法
務
大
臣
に
よ
る
官
報
公
告

証
券
業
協
会
、「
証
券
投
資
に
関
す
る
全
国
調
査
」
の
概

要
を
公
表

▼
二
三
七
三
号
（
一
一
月
五
日
）
号�

72

金
融
庁
、
令
和
五
年
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
に
係
る
政

令
・
内
閣
府
令
案
等
に
つ
い
て
意
見
募
集

全
株
懇
、
各
種
モ
デ
ル
の
英
訳
版
を
公
表

取
締
役
協
会
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
リ
ス
ト
（
最
新

版
）
を
公
表

監
査
役
協
会
関
西
支
部
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
研
究
会
、「
監

査
役
会
の
実
効
性
向
上
に
向
け
た
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
の

業
務
」
を
公
表

▼
二
三
七
四
号
（
一
一
月
一
五
日
）
号�

66

東
証
、
市
場
区
分
の
見
直
し
に
関
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

会
議
の
第
一
八
回
会
議
を
開
催

「
新
し
い
資
本
主
義
実
現
会
議
」
に
お
い
て
「
重
点
施
策
」

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る

金
融
庁
、
記
述
情
報
の
開
示
の
好
事
例
集
二
〇
二
四
（
第

一
弾
）
を
公
表

経
産
省
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
に
つ
い
て
意
見
募

集
中
企
庁
、
Ｍ
＆
Ａ
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
を
踏
ま
え
た

対
応
を
公
表

信
託
協
会
、
上
場
企
業
の
株
主
総
会
に
お
け
る
個
人
株
主

等
の
議
決
権
行
使
状
況
を
取
り
ま
と
め

企
業
会
計
基
準
委
、
開
発
中
の
会
計
基
準
に
関
す
る
今
後

の
計
画
改
定
を
公
表

二
〇
二
四
年
九
月
定
時
株
主
総
会
の
概
況

▼
二
三
七
五
号
（
一
一
月
二
五
日
）
号�

68

金
融
庁
、「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る

有
識
者
会
議
」（
令
和
六
年
度
）
第
二
回
会
議
を
開
催

Ｉ
Ｓ
Ｓ
、
二
〇
二
五
年
議
決
権
行
使
助
言
方
針
改
定
案
を

公
表

会
計
士
協
会
、「
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
監
査
」

の
改
正
公
開
草
案
を
公
表

第
二
〇
回
「
商
事
法
務
研
究
会
賞
」
に
つ
い
て

▼
二
三
七
七
号
（
一
二
月
一
五
日
）
号�

70

規
制
改
革
推
進
会
議
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
Ｄ
Ｘ
・
Ｇ
Ｘ

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
第
四
回
会
議
を
開
催

法
務
省
、
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
に

関
す
る
意
見
募
集
を
開
始

金
融
庁
、「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
」

等
の
改
正
案
に
つ
い
て
意
見
募
集
を
開
始

金
融
庁
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
案
等
に
つ
い
て
意
見
募
集
を
開
始

東
証
、
上
場
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
上
場
制
度
等
の
整

備
に
つ
い
て
意
見
募
集
を
開
始

月
間
日
誌
二
〇
二
四
年
一
〇
・
一
一
月

▼
二
三
七
八
号
（
一
二
月
二
五
日
）
号�

70

東
証
、
市
場
区
分
の
見
直
し
に
関
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

会
議
の
第
一
九
回
会
議
を
開
催

金
融
庁
、「
有
価
証
券
報
告
書
の
定
時
株
主
総
会
前
の
開

示
に
向
け
た
環
境
整
備
に
関
す
る
連
絡
協
議
会
」
の
設

置
を
公
表

証
券
業
協
会
、
金
融
庁
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
等
へ
の

成
長
資
金
供
給
等
に
関
す
る
懇
談
会
の
設
置
を
公
表

金
融
庁
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
有
識
者
会
議
の

第
二
六
回
会
議
を
開
催

東
証
、
大
取
、
取
引
参
加
者
に
対
す
る
処
分
お
よ
び
勧
告

制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
意
見
募
集
を
開
始

監
査
役
協
会
、
二
〇
二
四
年
監
査
役
制
度
の
運
用
実
態
調

査
結
果
を
公
表

生
保
協
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
二
〇

二
四
年
度
協
働
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
を
公
表

二
〇
二
四
年
一
〇
月
定
時
株
主
総
会
の
概
況

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル

▽
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」

─
国
際
社
会
で
「
名
誉
あ

る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
」
日
本
へ
の
期
待
と
は

─�

二三六三・
58

▽
定
款
認
証
制
度
が
大
幅
な
見
直
し
へ�

二三六四・
66

▽
Ｍ
＆
Ａ
支
援
事
業
者
を
監
督
す
べ
き
官
庁
は
ど
こ

か
？�

二三六五・
74

▽
企
業
情
報
開
示
の
あ
り
方

─
開
示
書
類
の
体
系
の

見
直
し

─�

二三六六・
118

▽
真
夏
の
夜
の
悪
夢
？
「
資
本
コ
ス
ト
や
株
価
を
意
識

し
た
経
営
」
の
実
現
性
と
必
要
性�

二三六七・
94

▽
日
本
の
株
主
総
会
に
お
け
る
勧
告
的
決
議
の
意
義

�

二三六八・
78

▽
「
企
業
買
収
に
お
け
る
行
動
指
針
」
か
ら
期
待
さ
れ

る
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
の
買
収
プ
ロ
セ
ス�

二三六九・
74

▽
四
半
期
開
示
の
見
直
し
に
当
た
り
監
査
役
等
の
職
責

を
改
め
て
考
え
る�

二三七〇・
74

▽
歴
代
政
権
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
政
策�

二三七一・
122

▽
上
場
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
番
頭
の

役
割�

二三七二・
62

▽
上
場
企
業
と
社
会
活
動
へ
の
投
資
家
の
視
線�

二三七三・
74

▽
有
報
総
会
前
開
示
の
た
め
の
６
月
総
会
後
ろ
倒
し
を

考
え
る�

二三七四・
70

▽
会
社
法
制
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
思
う
こ
と�

二三七五・
70

▽
監
査
役
等
の
目
線
か
ら
み
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情

報
開
示
に
対
す
る
保
証
業
務�

二三七七・
74

▽
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
復
活
を
前
に�

二三七八・
74

六
校
六
校

六
校
六
校

五
校
五
校

五
校
五
校

四
校
四
校

四
校
四
校

三
校
三
校

三
校
三
校

再
校
再
校

再
校
再
校


